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調査種類 ⼈権問題に関する市⺠意識調査 

目  的 様々な⼈権問題に関する市⺠の皆様のご意⾒をお聞きして、これからの
まちづくりに生かしていくために実施しました。 

対 象 者 
岸和田市在住の 18 歳以上の市⺠ 3,000 ⼈ 
※令和２年 10 月 23 日現在 
※無作為抽出による 

実施期間 令和２年 11 月５日（木）〜令和２年 11 月 25 日（水） 

実施方法 郵送配付、郵送回収 

調査票の配付
と回収状況 

配 付 数   3,000 件 
有効回収数    1,263 件 
有効回収率    42.1％ 

※ 「岸和田市⼈権施策推進プラン」を改訂するための基礎資料とします。 
※ 「n」は「number」の略で、⽐率算出の⺟数です。 
※ 概要版につき、報告書記載データの一部を抜粋して記載しています。 

 

 

 

 

【回答者の性別】             【回答者の年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査の目的と概要 

回答者の属性 

10歳代

1.4% 20歳代

8.6%

30歳代

9.1%

40歳代

16.4%

50歳代

18.8%

60歳代

21.0%

70歳代以上

22.0%

無回答

2.8%

(n=1,263)

男

43.4%

女

53.2%

その他

0.2%

無回答

3.2%

(n=1,263)
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【憲法によって、義務ではなく、国⺠の権利と決められていると思うもの（複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

⼈権に関する考え方について 

正答・思っていることを世間に発表する 
・⼈間らしい暮らしをする 
・労働組合をつくる 

※完全正解者︓上記３つの正答だけを選択した回答者 
※部分正解者︓３つの正答のうちの一部だけを選択するか、３つの全部または一部を選択し

た上で、他の項目も選択した回答者 
※不 正 解 者︓３つの正答以外の項目だけを選択した回答者 

34.8

33.8

2.5

8.2

81.6

27.6

4.4

3.9

0 20 40 60 80 100

思っていることを世間に発表する

税金を納める

目上の人に従う

道路の右側を歩く

人間らしい暮らしをする

労働組合をつくる

わからない

無回答

(n=1,263)
(MA%)

【国⺠の権利の正解結果】 

完全正解者

14.5%

部分正解者

71.3%

不正解者

10.3%

無回答

3.9%

(n=1,263)

憲法によって決められた国⺠の
権利について、「⼈間らしい暮ら
しをする」が 81.6％で最も多く､
次いで「思っていることを世間に
発表する」が 34.8％、「税⾦を
納める」が 33.8％となっていま
す。 

「思っていることを世間に発表する」
「⼈間らしい暮らしをする」「労働組合を
つくる」の 3 つだけを選択した「完全正解
者」は 14.5％となっています。 
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【慣習についての考え方】 

 

 

  

16.3 

33.3 

5.6 

7.4 

23.8 

26.0 

20.4 

29.1 

20.8 

29.1 

24.9 

32.9 

31.4 

23.7 

36.0 

34.2 

25.3 

26.0 

29.8 

12.0 

35.7 

27.2 

23.8 

12.7 

2.1 

2.0 

1.8 

2.0 

2.1 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥だんじりに女性（子ども以外）が乗るのはいけないことだ

⑤皆が集まりやすければ、仏滅に結婚式をしてもかまわない

④結婚相手を決める時は、本人本位でなく、

やはり家のことを考えて決めたほうがよい

③運気をよくするために、占いや方角は参考にするほうがいい

②女性が土俵にあがれないのは、しきたりだから仕方がない

①葬儀の際の「清め塩」は必要だ

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0            20           40           60           80          100（%）

（n=1,263）

様々な慣習について、「そう思う」が最も多いのは「⑤皆が集まりやすければ、仏滅に結婚
式をしてもかまわない」(33.3％)で、次いで「①葬儀の際の「清め塩」は必要だ」(26.0％)、
「②⼥性が⼟俵にあがれないのは、しきたりだから仕方がない」(23.8％)となっています。 

「⑥だんじりに⼥性（子ども以外）が乗るのはいけないことだ」は、16.3％が「そう思う」
となっています。 

②と⑥について、⼟俵に⼥性があがれないしきたりは、だんじりと⼥性の関係に通じるもの
があります。⼟俵のしきたりを「仕方がない」と思う⼈の割合は約５割です。一方で、だんじ
りに⼥性が乗るのを「いけないことだ」と思う⼈（しきたりの肯定派）は約４割で、「いけな
いことだ」と思わない⼈（しきたりの否定派）は約６割となっています。 

今回、問い方がやや異なるものの、国技である⼤相撲と⾝近な地域の伝統⽂化であるだんじ
り祭りのしきたりについて、はじめて調査をしました。今後、⼈々の意識がどのような変遷を
たどるかを注視します。 
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11.2 

49.6 

11.3 

11.3 

9.6 

18.5 

6.2 

10.4 

8.9 

10.5 

13.1 

27.2 

34.1 

2.9 

38.7 

25.8 

39.2 

20.7 

37.2 

23.4 

29.7 

17.7 

33.8 

33.3 

31.7 

34.8 

35.9 

37.8 

7.2 

42.3 

29.5 

6.3 

33.7 

33.6 

36.7 

30.0 

33.4 

29.8 

35.6 

24.4 

22.8 

21.1 

14.9 

27.8 

12.0 

30.8 

2.7 

31.6 

15.4 

28.2 

19.0 

40.3 

23.2 

19.2 

31.6 

26.9 

12.0 

11.6 

60.1 

4.7 

2.7 

2.2 

2.7 

2.5 

2.1 

2.8 

2.5 

2.8 

3.0 

1.8 

2.4 

3.9 

1.6 

2.1 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

0             20            40       60            80            100（%）

（n=1,263）

①権利ばかり主張して、がまんすることのできない人が増

えている

②人権問題とは、差別を受けている人の問題であって、自

分とは関係がない

③思いやりややさしさをみんなが持てば人権問題は解決す

る

④人権には必ず義務がともなうああああああああああああ

⑤子どものしつけのために、時には保護者の体罰も必要だ

⑥教師が児童・生徒を指導するために、ときには体罰を加

えることも必要だ

⑦個人の権利より、地域のみんなの利益を優先することが

大切だ

⑧差別する人だけでなく、差別される人にも問題がある

⑨結婚に際して、相手が同和地区出身者かどうか調べるほ

うがいい

⑩差別をなくすには、差別を禁止する法律が必要だ

⑪介護や介助を受ける高齢者や障害者が、あまりあれこれ

自己主張するのはよくない

⑫社会福祉を含め、行政が実施する様々な支援策に頼るよ

り、個人がもっと努力する必要がある

⑬同和問題は、そっとしておけば自然となくなる問題だか

ら、教育や啓発はしないほうがいい

⑭差別されている人の話をきちんと聴く必要がある

⑮今の日本では、女性差別はもはや深刻な問題ではない

【⼈権に関するいろいろな考え方について】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

⼈権に関するいろいろな考え方について、「そう思う」が最も多いのは「⑭差別されている
⼈の話をきちんと聴く必要がある」（49.6％）で、次いで「①権利ばかり主張して、がまんす
ることのできない⼈が増えている」（38.7％）、「③思いやりややさしさをみんなが持てば⼈
権問題は解決する」（34.1％）となっています。 

「④⼈権には必ず義務がともなう」について、⼈権は一⼈ひとりが『幸せになるための権
利』です。権利の⾏使には責任がともなうことがありますが、権利は何らかの条件があって与
えられるものではありません。 

例えば、子どもには教育を受ける権利がありますが、教育を受ける義務を負うことはないと
いうことです。（親には、子に義務教育を受けさせる義務があります。） 

「⑤子どものしつけのために、時には保護者の体罰も必要だ」、「⑥教師が児童・生徒を指
導するために、ときには体罰を加えることも必要だ」について、子どもの指導で教師による体
罰を容認する⼈は今も４割を超えています。親がしつけとして、また、教師が指導として⾏う
体罰は、子どもの⼈権を侵害する⾏為であることを理解し、体罰によらない子育てが課題で
す。 

「⑮今の日本では、⼥性差別はもはや深刻な問題ではない」について、⼥性差別としては、
意思決定の場への⼥性の参画が少ないなどの実態もあります。また、⼥性を⾒下したり、揶揄
するような発言を耳にすることがありますが、そうした発言に対して、同調だけでなく、失笑
や沈黙も差別を加担することになるという理解が⼤切です。 
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【マイノリティ（少数者）とのかかわりについて】 

 

 

 

  

0.4 

3.6 

0.1 

0.6 

0.2 

0.2 

13.5 

0.4 

0.5 

0.7 

2.5 

6.3 

3.0 

5.5 

1.2 

8.8 

30.3 

14.6 

27.5 

9.0 

18.8 

33.5 

25.7 

34.0 

25.9 

64.2 

9.5 

51.9 

28.7 

59.1 

5.1 

3.2 

4.4 

3.2 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤性的マイノリティ（少数者）

④障害者

③同和地区出身者

②在日韓国・朝鮮人

①ニューカマーの外国人

自分自身がそうである 家族がそうである

親しい友人にいる 知人にいる

出会ったことはあるが関わったことがない 出会ったことがない

無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

マイノリティ（少数者）とのかかわりについて、“⾝近にいる”（「自分自⾝がそうであ
る」、「家族がそうである」、「親しい友⼈にいる」、「知⼈にいる」の合計）が最も多いの
は「④障害者」（53.7％）で、次いで「②在日韓国・朝鮮⼈」（34.1％）となっています。 

本市には、2,742 ⼈の外国籍の⼈（うち韓国・朝鮮の⼈は 830 ⼈）が暮らしています（令和
２年 12 月末現在）。ほかにも様々なマイノリティ（少数派）の⼈が地域で生活していること
への理解を深める必要があります。 
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【障害のある⼈の⼈権に関する意⾒について】 

 

 
 

  

53.9 

11.2 

49.8 

1.7 

39.9 

51.6 

57.9 

3.7 

62.2 

37.3 

45.0 

37.5 

6.2 

37.1 

39.7 

29.9 

17.2 

27.1 

5.1 

26.5 

6.7 

35.0 

15.3 

4.5 

6.4 

39.0 

5.7 

0.7 

13.2 

2.3 

53.3 

4.6 

1.3 

2.6 

36.4 

2.6 

3.0 

4.0 

3.8 

3.9 

3.1 

2.9 

3.2 

3.6 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①障害があることを理由に、乗り物への乗車や入

店を断られるのは問題だ

②企業には障害者の法定雇用率が定められている

が、利益が第一なのだから、雇用が進まなくても

仕方がない

③災害などの緊急時に、障害のある人の対応があ

とまわしになるのは問題だ

④職場環境や勤務条件などを障害に合わせて働き

やすくするための配慮は当然だ

⑤障害のある人が結婚したり、子どもを育てるこ

とに周囲が反対するのは問題だ

⑥自宅近くに障害者の作業所やグループホームの

建設計画が持ち上がったら、それに反対する

⑦障害のある人が地域で生活することについて、

周囲の理解が得られないのは問題だ

⑧障害者施設では、本人の意思に反して行動を制

限することも必要だ

⑨障害のある人とない人が生活のあらゆる場面で、

互いに分かり合おうとすることで、共に生きる社

会づくりが進んでいく

障害のある⼈の⼈権について 

障害のある⼈の⼈権に関する意⾒について、「そう思う」が最も多いのは「①障害があるこ
とを理由に、乗り物への乗⾞や⼊店を断られるのは問題だ」（62.2％）で、次いで「③災害な
どの緊急時に、障害のある⼈の対応があとまわしになるのは問題だ」（57.9％）、「⑨障害の
ある⼈とない⼈が生活のあらゆる場面で、互いに分かり合おうとすることで、共に生きる社会
づくりが進んでいく」（53.9％）となっています。 

前ページ記載の「マイノリティ（少数者）とのかかわりについて」の設問から、約４割の⼈
が障害のある⼈との関わりがないことがわかります。しかし、障害のある⼈とない⼈が生活の
あらゆる場面で、互いに分かり合おうとすることで、共に生きる社会づくりが進んでいく、と
回答した⼈は９割を超えています。共生社会の実現のため、だれもが参加することのできるふ
れあいの場づくりが必要です。 
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【日本における外国⼈の⼈権に関する意⾒について】 

 

【ヘイトスピーチについて】 

 

  

地域で暮らす外国籍の⼈の⼈権について 

日本における外国⼈の⼈権について、「そう思う」が最も多いのは「⑥外国⼈住⺠が増えて
いるので、福祉などのサービスを受けやすくするために、多言語による情報提供が必要だ」
（37.8％）で、次いで「⑧共生のためには、地域における交流を積極的に進めるべきである」
（29.5％）となっています。 

「⑥外国⼈住⺠が増えているので、福祉などのサービスを受けやすくするために、多言語に
よる情報提供が必要だ」は、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思
う”が８割を超えています。 

現在、「やさしい日本語」による情報提供に取り組む自治体が増えつつあります。地域での
交流の機会を増やし、わかりやすい情報提供を進めることが多⽂化共生社会の実現につながり
ます。 

ヘイトスピーチについて、「表現や言論の自由が
あるので許さざるを得ないが、共感はしない」が
47.6％で最も多く、次いで「問題であり許されない
と思う」が 39.1％、「問題はない」が 2.8％となっ
ています。 

⼈種や⽂化の背景、性別、障害、価値観等、自分
と異なる⼈に対して、自覚や悪意なく相⼿を傷つけ
る言動をとってしまうことがあります。その背景を
考える必要があります。 

問題であり許さ

れないと思う

39.1%

表現や言論の自由があ

るので許さざるを得な

いが、共感はしない

47.6%

問題はない

2.8%

その他

2.6%

無回答

7.9%

(n=1,263)

29.5 

11.0 

37.8 

23.9 

16.8 

4.8 

21.0 

4.7 

49.1 

32.3 

47.2 

38.2 

47.3 

8.9 

35.4 

14.6 

14.7 

40.5 

8.9 

19.6 

22.9 

31.8 

31.4 

41.0 

3.0 

12.7 

2.6 

14.5 

9.8 

51.0 

8.7 

36.5 

3.6 

3.6 

3.4 

3.8 

3.2 

3.5 

3.6 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①外国人だからという理由で、賃貸住宅への入居

を断られても仕方がない

②日本の学校に通う外国人の子どもたちに、自分

の国や民族の言葉を学習する機会を保障する必要

がある

③雇用者が外国人従業員に、職場では通称名(日本

名)の使用を強制しても問題はない

④日本に住んでいる以上、日本の文化や生活習慣

などに合わせることは当然だ

⑤外国籍であっても、自治体の住民であるからに

は地方参政権を認め、投票できるようにする必要

がある

⑥外国人住民が増えているので、福祉などのサー

ビスを受けやすくするために、多言語による情報

提供が必要だ

⑦外国人労働者が増えると、治安や風紀が悪くな

る

⑧共生のためには、地域における交流を積極的に

進めるべきである
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【同和地区出⾝者の判断基準（複数回答）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同和地区や同和地区の⼈に対する 
差別意識が今でも残っているか    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

被差別部落（同和地区）出⾝者の⼈権について 

同和地区や同和地区の⼈に対する現在の差別意識について、「差別意識は薄まりつつある
が、まだ残っている」が 52.0％で最も多く、次いで「わからない」が 18.1％、「差別意識は
現在もあまり変わらず残っている」が 13.7％となっています。 

また、同和問題（部落差別）の解決についての意⾒では、「わからない」が 35.6％で最も多
く、次いで「自分ではどうしようもない問題だから、なりゆきにまかせる」が 24.5％、「⼈権
に関わる問題だから、自分も解決に向けて、何らかの努⼒をする」が 16.5％となっています。 

同和地区出⾝者と判断する明確な基準がない中で、差別が今もまだ残っていると感じている
⼈が約７割います。つくられた差別をなくしていくのは、一⼈ひとりの意識にほかなりませ
ん。 

差別意識は現在もあ

まり変わらず残って

いる

13.7%

差別意識はさらに強

くなっている

0.5%

差別意識は薄まりつ

つあるが、まだ残っ

ている

52.0%

差別意識はもはや

残っていない

9.7%

わからない

18.1%

無回答

6.1%

(n=1,263)

これは、同和地区の

人の問題だから、自

分には関係がない

2.5%

自分ではどうしよう

もない問題だから、

なりゆきにまかせる

24.5%

人権に関わる問題だ

から、自分も解決に

向けて、何らかの努

力をする

16.5%
そっとしておけば自

然になくなる

14.6%

わからない

35.6%

無回答

6.3%

(n=1,263)

同和地区出⾝者と判断する基準
について、「本⼈の本籍地が同和
地区である」が 44.6％で最も多
く、次いで「本⼈が現在、同和地
区に住んでいる」が 42.9％、
「本⼈の出生地が同和地区であ
る」が 42.7％となっています。 

42.9

24.5

44.6

42.7

30.1

31.6

30.4

8.9

2.4

25.5

7.4

0 20 40 60 80 100

本人が現在、同和地区に住んでいる

本人が過去に同和地区に住んでいたことがある

本人の本籍地が同和地区である

本人の出生地が同和地区である

父母あるいは祖父母が同和地区に住んでいる

父母あるいは祖父母の本籍地が同和地区にある

父母あるいは祖父母の出生地が同和地区である

職業によって判断している

その他

わからない

無回答

(n=1,263)
(MA%)

【          】 【同和問題（部落差別）の解決について】 
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【性的マイノリティ（少数派）の⼈権に関する意⾒について】 

 

 

  

19.3 

6.6 

6.6 

8.6 

38.4 

29.8 

35.7 

2.8 

25.2 

26.6 

17.0 

21.9 

25.3 

28.0 

39.2 

40.2 

7.8 

36.3 

27.1 

32.9 

37.3 

33.4 

19.0 

17.1 

13.2 

33.3 

20.5 

22.0 

35.0 

26.7 

25.2 

10.3 

7.0 

5.4 

51.9 

13.1 

5.0 

8.5 

7.6 

7.6 

4.3 

6.8 

5.5 

4.2 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑨自分の身内には同性愛者はいてほしくない

⑧性同一性障害のために戸籍の性別変更を

望む人は、同性愛者である

⑦女性同性愛者には男性的な人が多い

⑥男性同性愛者には女性的な人が多い

⑤学生の制服は性別に関係なくスカート、ズボン

（パンツ）を自由に選べる方がいい

④企業は、社員のパートナーが同性であっても、

配偶者として処遇する必要がある

③もし、自分の子どもが同性愛者であっても、

親として子どもの側に立ち、力になる

②同性愛者や性同一性障害のある人が

いる職場では働きたくない

①同性同士の結婚も認められるのは当然だ

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①同性同士の結婚も認められるのは当然だ

②同性愛者や性同一性障害のある人がいる職場で

は働きたくない

③もし、自分の子どもが同性愛者であっても、親

として子どもの側に立ち、力になる

④企業は、社員のパートナーが同性であっても、

配偶者として処遇する必要がある

⑤学生の制服は性別に関係なくスカート、ズボン

（パンツ）を自由に選べる方がいい

⑥男性同性愛者には女性的な人が多い

⑦女性同性愛者には男性的な人が多い

⑧性同一性障害のために戸籍の性別変更を望む人

は、同性愛者である

⑨自分の身内には同性愛者はいてほしくない

性的マイノリティ（少数者）の⼈権について 

性的マイノリティ（少数者）の⼈権に関する意⾒について、「そう思う」が最も多いのは
「⑤学生の制服は性別に関係なくスカート、ズボン（パンツ）を自由に選べる方がいい」
（38.4％）で、次いで「③もし、自分の子どもが同性愛者であっても、親として子どもの側に
⽴ち、⼒になる」（35.7％）となっています。 

制服について、スカートかズボンを自由に選ぶことに対して、７割近い⼈が”そう思う”と回
答しています。性別に関わらず、一⼈ひとりが個性に応じて自由な選択ができる方法を検討す
る必要があります。 
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【インターネットによる⼈権侵害に関する意⾒について】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【価格や⽴地条件が希望にあっていても、次のような条件の物件を避けることがあると思うか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インターネットによる⼈権侵害について 

インターネットによる⼈権侵害に関して、いずれの考え方についても約５〜６割が「そう思
う」と回答しています。「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”
は、いずれも８割以上となっています。 

住まいを選ぶときの考え方について 

51.5 

57.7 

56.0 

62.0 

34.1 

28.8 

27.3 

26.8 

7.0 

6.0 

8.9 

4.3 

2.1 

2.2 

2.7 

2.0 

5.4 

5.2 

5.1 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④差別や誹謗中傷など、人権侵害を扇動するような

書き込みを行った人に対しては、処罰をする
法整備が必要だ

インターネット上に同和地区の所在地リストを載せる

ことは、部落差別を助長する深刻な問題行為だ

インターネット上の差別的書き込みを行政が把握し、

プロバイダーへの情報停止・削除を求めるべきだ

①表現の自由を守るよりも、ＳＮＳ上での誹謗中傷の

書き込みや拡散行為をなくす方が大切だ

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①表現の自由を守るよりも、ＳＮＳ上での誹謗中

傷の書き込みや拡散行為をなくす方が大切だ

②インターネット上の差別的書き込みを行政が把

握し、プロバイダーへの情報停止・削除を求める

べきだ

③インターネット上に同和地区の所在地リストを

載せることは、部落差別を助長する深刻な問題行

為だ

④差別や誹謗中傷など、人権侵害を扇動するよう

な書き込みを行った人に対しては、処罰をする
法整備が必要だ

物件を選ぶ条件について、「避けると思う」が最も多いのは「⑧同和地区の地域内である」
（37.7％）で、次いで「③近隣に精神科の病院がある」（18.4％）となっています。 

37.7 

17.7 

15.5 

17.2 

6.1 

18.4 

2.2 

5.1 

27.2 

30.3 

33.3 

35.2 

19.7 

34.8 

9.9 

14.3 

15.6 

26.9 

24.8 

24.2 

34.7 

20.3 

31.4 

25.3 

14.4 

19.7 

21.1 

18.5 

34.4 

21.7 

52.2 

51.1 

5.1 

5.3 

5.3 

4.9 

5.1 

4.7 

4.4 

4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらかといえば避けないと思う 全く気にしない

無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①近隣に保育所（園）や幼稚園がある

②近隣に老人ホームなどの高齢者施設がある

③近隣に精神科の病院がある

④近隣に障害者施設がある

⑤近隣に外国籍の住民が多く住んでいる

⑥近隣に低所得者など、生活が困難な人が多く

住んでいる

⑦近隣に同和地区がある

⑧同和地区の地域内である
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【様々な⼈権に関する意⾒について】 

 

 

19.5 

22.0 

58.0 

9.7 

3.8 

3.7 

28.3 

5.8 

17.3 

35.9 

9.5 

43.2 

36.9 

30.6 

46.9 

21.6 

8.2 

41.0 

28.3 

30.1 

38.2 

18.9 

24.9 

27.7 

5.5 

26.8 

35.9 

30.4 

22.3 

34.5 

32.6 

17.9 

30.6 

9.0 

10.3 

2.4 

13.0 

35.5 

54.6 

4.8 

27.6 

17.1 

4.8 

37.6 

3.4 

3.1 

3.5 

3.6 

3.2 

3.0 

3.6 

3.8 

2.9 

3.2 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑪ホームレスの状態を続けている

のは、本人の責任が大きい

⑩ニートやひきこもりは、本人自身に責任が

あると考えるのはよくないことだ

⑨高齢者が恋愛や結婚をしたい

と思うのは本人の自由だ

⑧高齢者施設では、本人の意思に反して

行動を制限することも必要だ

⑦高齢者がひとり暮らしを理由に、ｱﾊﾟｰﾄやﾏﾝｼｮﾝ

などへの入居を拒まれても仕方がない

⑥収入の低い家庭の子どもが大学に進学

できないのはやむを得ないことだ

⑤ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上において、子どもだけで通信・交流

することは禁止した方がよい

④いじめ問題は、いじめを受ける

子どもにも原因がある

③子どもが３歳になるまでは、母親は

育児に専念するほうがいい

②同じ働きぶりでも男女で昇進に差があることや、

高い地位につく人に男性が多いことは問題だ

①夫婦間やﾊﾟｰﾄﾅｰ間での暴力の問題は、家庭内

または本人同士で解決すればよい

そう思う どちらかといえばそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①夫婦間やﾊﾟｰﾄﾅｰ間での暴力の問題は、家庭内ま

たは本人同士で解決すればよい

②同じ働きぶりでも男女で昇進に差があることや、

高い地位につく人に男性が多いことは問題だ

③子どもが３歳になるまでは、母親は育児に専念

するほうがいい

④いじめ問題は、いじめを受ける子どもにも原因
がある

⑤ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上において、子どもだけで通信・交流す

ることは禁止した方がよい

⑥収入の低い家庭の子どもが大学に進学できない

のはやむを得ないことだ

⑦高齢者がひとり暮らしを理由に、アパートやマ

ンションなどへの入居を拒まれても仕方がない

⑧高齢者施設では、本人の意思に反して行動を制

限することも必要だ

⑨高齢者が恋愛や結婚をしたいと思うのは本人の

自由だ

⑩ニートやひきこもりは、本人自身に責任がある

と考えるのはよくないことだ

⑪ホームレスの状態を続けているのは、本人の責

任が大きい

様々な⼈権について 

様々な⼈権に関する考え方について、「そう思う」が最も多いのは「⑨高齢者が恋愛や結婚
をしたいと思うのは本⼈の自由だ」（58.0％）で、次いで「②同じ働きぶりでも男⼥で昇進に
差があることや、高い地位につく⼈に男性が多いことは問題だ」（35.9％）となっています。  

「⑨高齢者が恋愛や結婚をしたいと思うのは本⼈の自由だ」について、「そう思う」と「ど
ちらかといえばそう思う」を合わせた“そう思う”割合は、８割を超えています。 
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【この５年で⼈権を侵害された経験があるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【どのような言動を受けたか（⼈権を侵害された⼈のみ回答）（複数回答）】 

 

  

回答者自⾝の体験・経験について 

ある

13.1%

ない

81.9%

無回答

5.1%

(n=1,263)

この５年で⼈権を侵害された
経験について、「ある」が
13.1％、「ない」が 81.9％とな
っています。 

⼈権を侵害された経験のある⼈にどのような言動を受けたかたずねたところ、「あらぬ噂を
されたり、他⼈から悪口を言われたりした」が 44.2％で最も多く、次いで「職場において能⼒
が正当に評価されず不当な扱いを受けた」が 30.9％、「仲間はずれや嫌がらせをされた」が
25.5％となっています。 

5.5

44.2

25.5

6.1

30.9

15.8

12.1

8.5

8.5

10.9

5.5

1.2

0 20 40 60 80 100

結婚や就職の際に差別を受けた

あらぬ噂をされたり、他人から悪口を言われたりした

仲間はずれや嫌がらせをされた

暴力や虐待を受けた

職場において能力が正当に評価されず不当な扱いを受けた

プライバシーを侵害された

セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）を受けた

痴漢行為やストーカー（つきまとい）行為をされた

就職の面接で、家族構成や家族の仕事などを聞かれた

その他

覚えていない

無回答

(n=165)

(MA%)
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【対応内容と、そのうち相談して解決したもの（⼈権を侵害された⼈のみ回答）（複数回答）】 

 

  

40.0

20.0

1.8

3.0

1.2

2.4

1.8

6.1

1.2

0.6

21.2

35.8

7.9

0.6

3.6

3.6

3.0

0.0

1.2

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

1.2

0.6

0.0

89.7

0 20 40 60 80 100

家族や友人に相談した

職場の上司や同僚に相談した

近所や地域の人に相談した

市役所で相談した

法務局や人権擁護委員に相談した

弁護士に相談した

学校の先生に相談した

警察に相談した

市民団体に相談した

民生委員児童委員に相談した

相手に抗議した

何もしないでそのままにした

その他

覚えていない

無回答

対応内容 相談して解決したもの
(n=165)

(MA%)

⼈権を侵害された経験のある⼈に、どのように対応したかたずねたところ、「家族や友⼈に
相談した」が 40.0％で最も多く、次いで「何もしないでそのままにした」が 35.8％、「相⼿
に抗議した」が 21.2％となっています。 

また、それらの対応のうち解決したものでは、「家族や友⼈に相談した」が 3.6％で最も多
く、次いで「職場の上司や同僚に相談した」が 3.0％、「相⼿に抗議した」が 2.4％となってい
ます。 
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【認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利⽤状況】 

 

 

 

 

 

 

 

  

⼈権に関する市の取り組みについて 

⼈権に関する市の取り組みを知っているかたずねたところ、「知っている」が最も多いのは
「②広報きしわだに様々な相談窓口の案内が掲載されていること」（50.3％）で、次いで「①
広報きしわだ「⼈権の窓」」（36.1％）となっています。 

10.8 

23.5 

11.7 

10.0 

50.3 

36.1 

79.9 

67.5 

78.9 

80.7 

42.8 

56.7 

9.3 

8.9 

9.3 

9.3 

6.9 

7.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥校区別人権問題研修会

「なるほど！ 人権セミナー」

⑤人権を守る作品展

④人権を考える市民の集い

③人の輪

②広報きしわだに様々な相談窓口の

案内が掲載されていること

①広報きしわだ「人権の窓」

知っている 知らない 無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①広報きしわだ「人権の窓」

②広報きしわだに様々な相談窓口の

案内が掲載されていること

③人の輪

④人権を考える市民の集い

⑤人権を守る作品展

⑥校区別人権問題研修会

「なるほど！ 人権セミナー」

2.5 

4.2 

1.5 

0.9 

2.3 

2.0 

0.7 

0.6 

0.7 

0.6 

1.4 

0.7 

50.4 

47.0 

51.5 

51.6 

37.6 

50.8 

31.9 

33.9 

32.2 

32.5 

46.1 

32.9 

14.4 

14.3 

14.0 

14.4 

12.6 

13.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用(参加)して役に立った 利用(参加)したが役に立たなかった

必要がないので利用(参加)しない 機会があれば利用(参加)したい

無回答

0                20               40               60               80              100（%）

（n=1,263）

①広報きしわだ「人権の窓」

②広報きしわだに様々な相談窓口の
案内が掲載されていること

③人の輪

④人権を考える市民の集い

⑤人権を守る作品展

⑥校区別人権問題研修会
「なるほど！ 人権セミナー」

⼈権に関する市の取り組みについて、どのように感じたかたずねたところ、「利⽤（参加）
して役に⽴った」、「利⽤（参加）したが役に⽴たなかった」を合わせた“利⽤（参加した）”
が最も多いのは「⑤⼈権を守る作品展」となっています。 
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相談は無料です。秘密は厳守しますので安心してお話しください。 
※市内在住者対象です。（★は市内在勤者もご利⽤いただけます。） 
※祝日及び年末年始を除きます。 
 

 相談名称 相談場所・電話番号 曜日・時間 問い合わせ先 

⼈
権
全
般 

⼈権相談★ 

⼈権・男⼥共同参画課 
（市役所旧館 ３階） 

電話︓072-423-9562 
FAX︓072-423-0108 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓00 

⼈権・男⼥共同参画課 
電話︓072-423-9562 
FAX︓072-423-0108 ⼈権擁護委員による

⼈権相談（面接）★ 

⼈権・男⼥共同参画課 
（市職員会館 ２階小会議室） 

※変更もあります 
電話︓072-423-9562 
FAX︓072-423-0108 

第１・第３⾦曜日 
13︓00〜16︓00 
※第４水曜日の 13︓00〜16︓00 に 
 貝塚市役所で開催しています。 

⼥
性 

⼥性のための相談★ 

男⼥共同参画センター 
（加守町４-６-18） 
●電話相談︓072-443-3328 
●面接相談(要予約) 

予約電話︓072-441-2535 

水 曜 日 10︓00〜12︓00 
⼟ 曜 日 13︓00〜15︓00 
第２⾦曜日 10︓00〜12︓50 

男⼥共同参画センター 
電話︓072-441-2535 
FAX︓072-441-2536 

⼥性のための法律相談 
（ＤＶ被害者優先）  

⼈権・男⼥共同参画課(要予約) 
予約電話︓072-423-9438 

原則、第４火曜日 
13︓00〜15︓00 

⼈権・男⼥共同参画課 
電話︓072-423-9438 
FAX︓072-423-0108 

子
ど
も 

子ども家庭相談 

子ども家庭課 
（市役所新館 地下１階） 

電話︓072-423-9625 
FAX︓072-423-3220 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓30 
※相談にお越しの際は、なるべく電話予

約（当日でも可）をお願いします。 

子ども家庭課 
電話︓072-423-9625 
FAX︓072-423-3220 

高
齢
者 

高齢者総合相談 

●各地域包括支援センター 
市内７か所 

●いきいきネット相談支援センター 
市内 11 か所 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓30 

福祉政策課 
電話︓072-423-9467 
FAX︓072-423-8686 

障
害
の
あ
る
⼈ 

障害のある⼈とその
家族、関係機関からの
総合的な相談窓口 

●障害者基幹相談支援センター 
（障害者支援課内） 
（市役所旧館 １階） 
●他市内３か所 
（障害者相談支援事業所） 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓30 

障害者支援課 
電話︓072-447-6078 
FAX︓072-431-0580 

障害者差別について
の相談 

●⼈権・男⼥共同参画課 
電話︓072-423-9562 
FAX︓072-423-0108 

●障害者支援課 
電話︓072-447-7081 
FAX︓072-431-0580 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓30  
※閉庁時 
市代表電話（072-423-2121） 
FAX（072-423-2727） 

そ
の
他 

ＤＶ（配偶者などから
の暴⼒）相談 

相談専⽤電話・FAX: 
072-423-6060 

月〜⾦曜日 
9︓00〜17︓00 

⼈権・男⼥共同参画課 
電話︓072-423-9438 
FAX︓072-423-0108 

 

各種相談窓口 
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詳細は市のホームページで 
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